
本誌5月号では、仕訳データの基礎となる総勘定元
帳および、これを補助する補助元帳（補助簿）を分析
対象とするデータアナリティクスツールを紹介しまし
た。補助元帳は、特に取引件数が多い売上などの勘定
科目について、総勘定元帳よりも広範囲の情報を持っ
ているため、これを分析対象とすることで、より詳細
なデータアナリティクスが可能となります。
今号では、複数の補助元帳を用いて、異常な取引を
検知する手法について紹介します。

本誌5月号でも述べた通り、仕訳データの基礎とな
る総勘定元帳は、一般的に、会計数値に直接影響を及
ぼす仕訳日付、勘定科目および金額といった情報だけ
ではなく、取引先や部門等の会計数値に付随する情報

を持っています。しかし、上場会社のような規模の大
きい会社の場合、ビジネスの遂行上必要な情報を総勘
定元帳のみで管理することは効率性等の観点から現実
的ではないため、総勘定元帳を補助する補助元帳を利
用しています。補助元帳は、取引件数の多い勘定科目
ごとに作成されており、総勘定元帳より広範囲の情報
を持っています。
分析に用いる情報の粒度は分析結果の有用性に大き
く影響します。補助元帳が保有するデータを利用する
ことで、より深度ある分析が可能となります。一方で、
扱うデータ量は膨大なものとなるため、適切なインフ
ラの構築は欠かせません。
本誌5月号で紹介した、EY Helix Sub-ledger Analyzer

は、ビジネスおよび業務プロセスを理解し、監査にお
けるリスクの高い領域を識別するなど、分析に特化し
たツールであるのに対し、今回は、複数の補助元帳を
結合し一定の仮説に基づく条件に該当する取引を検
知・抽出する手法を紹介します。ここで「一定の仮説
に基づく条件」とは、リスクが高い取引が行われた際
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に補助元帳に表れる可能性があると、監査チームが想
定した特徴を指します。監査チームが、「補助元帳の
中で、このような特徴をもつ取引は、検証すべき異常
な取引である」という仮説を構築し、これに基づいて
異常検知を行います。従って、監査チームが、被監査
会社におけるビジネス環境や会計慣行をよく理解する
ことが、効果的な異常検知を行う上で極めて重要とな
ります。
また、異常検知を行うプロセスにおいて、複数の補
助元帳を横断的に利用することも大きな特徴です。総
勘定元帳よりも、詳細な情報をもった補助元帳同士を
結合することで、異常取引を検知するための適切な抽
出条件の設定が可能となります。
例えば、売上元帳を用いて異常な売上取引を検知す
る際には、単に売上元帳だけを利用するのではなく、
各売上取引に関連する仕入や売掛金の情報を、仕入元
帳や売掛金元帳を利用して紐づけます。これにより、
抽出条件を設定する際に、仕入先や発注価格、入金情
報なども併せた仮説の構築が可能となります。
また、検知のためにデータを加工する際には、各元
帳で共通となるキーアイテム（売上元帳と売掛金元帳
であれば得意先番号など）を利用して元帳を結合しま
す。検知を行う前に実施するデータ加工の段階で、補
助元帳間の不整合、例えば、売上元帳に記載された原
価金額と仕入元帳に記載された原価金額が異なる、と
いった元帳の情報自体の異常を検知して、アラートを
発することも可能となります。この加工作業自体が、
リスクの高い領域を識別するなど、監査上有用な情報
となる可能性があります（＜図1＞参照）。

次章では、具体的な例として、売上の典型的な不正
手口である循環取引にフォーカスして、異常な売上取
引を検知する手法について紹介します。

ここでは、補助元帳の代表的な例である、売上元帳、
仕入元帳および売掛金元帳を用いた循環取引の検知に
ついて説明します。
循環取引とは、複数の企業・当事者が互いに商品の
販売やサービスの提供などを繰り返すことで売上高や
利益を計上し、結果的に最初の売主と最終の買主が同
一になる取引です。複数の企業・当事者が共謀し、相
互発注を繰り返すことで、売上高や利益を水増しする
ことを目的に行われます。循環取引は，経営者あるい
は特定の上級管理者により意図的に仕組まれた取引で
あることが多く、正常な取引条件を備えているように
見える場合が多いことが最大の特徴です。
循環取引は、通常、注文書や契約書、検収書等証

しょう

憑
ひょう

書類が形式的には整備されており、実際に入金があ
るケースが多く、発見するのは困難といわれます。し
かし、本来不正を目的とした実体のない取引であるこ
とから、売上先と仕入先に同一の会社が存在する、利
益率が通常よりも異常に低い（もしくは異常に高い）、
新規取引先にも関わらず取引金額が多額である等、一
定の異常な兆候が検出されることが少なくありません。
本手法においては、これらの特徴を持つ取引は循環取
引のリスクが高いという仮説を構築し、抽出するため
の条件とします。
ここで、前述した循環取引の特徴は、売上元帳の情
報だけでは抽出条件として定義できない場合がありま
す。例えば、「仕入先にも売上先にも存在する取引先」
を抽出するには、仕入元帳の情報を利用する必要があ
るからです。そこで、前章で述べたように、本手法で
は、異常検知の前段階として、抽出条件の設定に必要
な複数の補助元帳を、各元帳に共通するキーアイテム
をもとに結合して異常検知を実施します。
循環取引の特徴として上記に列挙した特徴（抽出条
件）の中には、企業によっては、当てはまらない（特
段異常な兆候ではない）ものもあるでしょう。その場
合には、当該条件を抽出条件から除外することで、さ
らに検討対象とすべき取引を絞り込むことができま
す。適切な抽出条件を設定することが、監査の効率化
の観点からも重要となります。
広範囲の情報を持つ補助元帳に対して抽出条件を設
定する上では、「異常の特徴」となる仮説の精度が極
めて重要となります。異常検知の対象として想定する
不正等について、不正等が行われた際に補助元帳にど

▶図1　補助元帳の結合

Ⅲ　循環取引にフォーカスした異常検知手法

仕入元帳 売上元帳 売掛金元帳

不整合の発生

検知対象とする結合補助元帳
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のような影響が出て、どのように識別できるかを適切
に推定することが、検知力向上のカギとなります。
「売上の推移において異常がある」という抽出条件
を設定する場合には、分析の切り口に何を設定するか
が重要です。例えば、個人の営業成績に大きなインセン
ティブボーナスが課せられる企業であれば、営業担当
者別の売上高推移が一つの指標となることが考えられ
ます。また、経営者主導で、特定の取引先と結託して
行われているケースに対しては、取引先別の売上高推
移に着目すべきといえます。

当手法を用いた異常検知の際の抽出条件としては、
例えば次のような項目が考えられます。

上記のような抽出条件を用いることで、状況によっ
ては、売上取引全体の0.2％程度にまで絞り込めるこ
とが分かってきています。
なお、上記の中に時系列で推移を見たときの異常値
という条件がありますが、自己回帰型のモデルの適用
には注意が必要です。会計データは、時間の経過に
沿って記録されるデータであり、時系列データとして
捉えることができます。時系列データには自己回帰型
のモデルを用いた分析がなされるケースが多いもの
の、重要な前提として定常性と呼ばれる、時間によら
ず期待値、自己共分散が一定という性質を持っている
必要があります。これはある値を中心に一定の周期で
変動するようなデータになり、この仮定を満たすのは
簡単ではありません。たとえば日々の売上はさまざま
な要因が絡み合い決定されることの方が多く、過去の

一時点（例えば昨日）の売上実績から現在（例えば明
日）の売上の予測は難しいケースが多いでしょう。長
期的にみた業界全体のトレンドや、季節変動など、一
定の循環傾向を読み取ることは可能なケースもありま
すが、異常検知のための分析、という観点からは自己
回帰型のモデルが当てはまるケースは限定的です。
自己相関の仮定をおかず、日々の計上額の平均・分
散に基づいた異常検知や、他の外部変数との関係性が
合理的に想定できる場合にはそういった変数を用いた
モデル、分散共分散の推定により異常検知を行う方が
堅固な結果が得られやすいようです。

異常検知結果を検証するにあたり、抽出された取引
を個々に検証するだけであれば、検知された取引を列
挙したスプレッドシートがあれば十分ですが、ビジュ
アル化された情報を用いて、補助元帳全体を俯

ふ

瞰
かん

的に
さまざまな角度から分析するという観点も重要となり
ます。
例えば、＜図2＞のように、取引先ごと（もしくは

営業担当者ごと）の売上が、どのような推移を経て期
末残高に至ったかを観察することで、特定の取引先へ
の売上が期末付近に急激に増加していないか、期末直
前になって予算をわずかに上回る結果となる傾向がな
いかなどの情報を得ることができます。ここで、異常
な推移を示した取引先があれば、抽出結果の中から、
この取引先を含む取引を選択して、検証対象とするこ
とも考えられます。また、「取引先別の売上推移の異
常」を抽出条件として追加し、あらためて検知を行う

Ⅴ　補助元帳のビジュアル化
Ⅳ　検知結果の概要

▶図2　取引先別の売上推移グラフ

• 売上先・仕入先の両方に存在する取引先を含む
取引

• 仕入計上日と売上計上日が同日もしくは売上計
上日の方が早い取引

• 粗利率が極端に高い／低い取引、キリの良い数
字の取引

• 特定の商品や売上先・仕入先の組合せで粗利率が
時系列でみると極端に改善／悪化している取引

• 得意先別の売上推移で過剰な凹凸を示した日お
よび取引自体がまれな得意先との取引

• 売上日から入金日までの日数が異常な取引
• 振込銀行が通常と異なる取引
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など、抽出条件の設定の際にも、図表による分析を行
うことで、より適切な仮説の構築ができる可能性があ
ります。
また、循環取引に特化していえば、特定の仕入先・
売上先の組合せにより行われるという大きな特徴があ
ります。＜図3＞では、自社を通じて、最終的に、モ
ノがどの企業からどの企業に流れたかの商流を簡略化
して表示しています。左側が仕入先、右側が納品先で
す。帯の太さは取引金額の大きさを表しています。少
額多数の取引がある中でも、売上データを適切に集計
することで、企業の業績に大きなインパクトがある商
流を識別することに役立ちます。また、過年度と比較
することで、会社の取引全体に対する各商流が占める
割合の変化を捉えることもできます。

以上のように、抽出された取引の背景を、ビジュア
ル化された図表で理解することで、検証対象のさらな
る絞り込みやリスクの高い領域（特定の取引先・営業
担当者など）を識別し、より効果的な監査手続の設計
に寄与することが可能となります。

今回は、補助元帳を用いた異常取引の検知・抽出手
法について紹介しました。不正の手口は、業種のみな
らず、企業によってさまざまな方法が考えられます。
今回紹介した手法では、広範囲の情報を持つ補助元帳
を対象に、補助元帳どうしを結合することで定性的に
表現された不正の特徴や手口などを抽出条件として適
用できるようにし、異常検知を行います。ITインフラ

の発達により、仕訳データよりもさらに粒度の細かい
情報を持つ補助元帳ですら、分析の対象とすることが
可能になってきました。分析データがビックデータで
あるからこそ、監査人が被監査会社の特徴を的確に捉
え、適切な仮説を立てることによって、膨大な件数の
取引の中から、真に検討すべき取引を特定することが
可能となるのです。

Ⅵ　おわりに

▶図3　商流分析図
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